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１５ 議案第１６号関係 

 新町建設計画の一部変更について 新旧対照表（抜粋） 

項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

表紙 

 

 

 

目次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章【序論】第１

節１本計画策定の

目的（1P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

百石・下田合併協議会 平成１７年３月 策定 

おいらせ町 平成２７年９月 変更 

おいらせ町 令和 ３年３月 変更 

 

第７章 公共施設マネジメント 

 

≪計画の変更にあたって（令和 3年 3月）≫ 

平成 30 年 4 月に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の

特例に関する法律の一部を改正する法律（平成 30年法律第 19号）」

が施行され、当町においては合併特例債の発行期限が 25 年間に延

長可能となりました。 

（略） 

〇主な変更点：計画期間の延長、人口等推計値の更新、土地利用方

針及び地域別整備計画の方針の更新、財政計画の更新 

 

（8行目から） 

このような中で、市町村行政は構造改革の推進、公共施設マネジメ

ントの推進、地方分権の推進など、大きな転換期を迎えており、国

では①地方分権の推進、②多様化する住民ニーズへの対応、③生活

圏の広域化への対応、という３つの観点から市町村の合併を推進し

ています。 

 

 

 

 

 

百石・下田合併協議会 平成１７年３月 策定 

おいらせ町 平成２７年９月 変更 

                 

 

第７章 公共施設の適正配置と整備 

 

≪計画の変更にあたって（平成 27年 9月）≫ 

今回の新町建設計画の変更は、平成 23年 3月 11日に発生した東日

本大震災により「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特

例に関する法律（平成 24年法律第 36号）」が施行され、当町におい

ては合併特例債の発行期限が 10年間延長可能となりました。 

（略） 

〇主な変更点：計画期間の延長、人口等推計値の更新、財政計画の

更新 

 

（8行目から） 

このような中で、市町村行政は構造改革の推進、肥大化した公共施

設の削減、地方分権の推進など、大きな転換期を迎えており、国で

は①地方分権の推進、②多様化する住民ニーズへの対応、③生活圏

の広域化への対応、という３つの観点から市町村の合併を推進して

います。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

２市町村合併の必

要性①少子高齢化

社会への対応（1P） 

 

 

 

③厳しい財政状況

と行政の効率化

（2P） 

 

 

④生活圏域の一体

化（2P） 

 

 

 

 

３本地域合併の意

義（3P） 

 

 

第２節 ２計画の

構成（4P） 

 

 

 

 

 

（4行目から） 

百石町と下田町の２町においても、平成 12（2000）年に 16.3％で

あった老年人口の総人口比率は、平成 27（2015）年には 24.8％に

なり、令和 12（2030）年には 33.1％にも及ぶことが予想されるな

ど、少子高齢化は急激な速さで進んでいます。 

 

日本の財政は、長引く景気の低迷により、国と地方を合わせた長期

債務残高が、平成 30 年度末には約 1,095 兆円程度に達し、そのう

ち地方（都道府県、市町村）の借入金残高は 195兆円程度と見込ま

れており、国、地方ともに極めて厳しい状況にあります。 

 

現在の地方行政体制は、昭和 30年前後に創設され、ほぼ 65年間そ

のままの形で維持されてきています。65 年前の地域社会はほとん

どの家庭で電話やテレビ、自動車もなく、隣の市町村までの道路も

改良・舗装されず、時間的・空間的距離の間隔は今とは随分異なっ

ていたことは想像に難しくありません。 

 

明治 22 年下田町が百石町から分離してから 130 年という歳月が経

過していますが、百石町と下田町の地域的なつながりはさまざまな

面において今もなお脈々と続いています。 

 

第７章 公共施設マネジメント 

 

 

 

 

 

 

（4行目から） 

百石町と下田町の２町においても、平成 12（2000）年に 16.3％で

あった老年人口の総人口比率は、平成 27（2015）年には 24.8％、平

成 42（2030）年には 32.3％にも及ぶことが予想されるなど、少子高

齢化は急激な速さで進んでいます。 

 

日本の財政は、長引く景気の低迷により、国と地方を合わせた長期

債務残高が、平成 25年度末には約 980兆円程度に達し、そのうち地

方（都道府県、市町村）の借入金残高は 201 兆円程度と見込まれて

おり、国、地方ともに極めて厳しい状況にあります。 

 

現在の地方行政体制は、昭和 30 年前後に創設され、ほぼ 60年間そ

のままの形で維持されてきています。60年前の地域社会はほとんど

の家庭で電話やテレビ、自動車もなく、隣の市町村までの道路も改

良・舗装されず、時間的・空間的距離の間隔は今とは随分異なって

いたことは想像に難しくありません。 

 

明治 22 年下田町が百石町から分離してから 125 年という歳月が経

過していますが、百石町と下田町の地域的なつながりはさまざまな

面において今もなお脈々と続いています。 

 

第７章 公共施設の適正配置と整備 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

３計画の期間（4P） 

 

 

第２章【２町の概

況】４人口・世帯

（8P） 

 

 

◆人口・世帯数の

推移（9P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の期間は、合併特例法による財政措置期間である平成 18 年

度から令和 12年度までの 25年間とします。 

 

（5行目から） 

世帯数は人口の増減の影響をほとんど受けずに増加を続けていま

す。反対に世帯当たり人数は減少を続け、昭和 55年から平成 27年

までに 1.11人減少しています。 

 

２町計 

 

 

 

 

 

 

本計画の期間は、合併特例法による財政措置期間である平成 18年度

から平成 37年度まで 20年間とします。 

 

（5行目から） 

世帯数は人口の増減の影響をほとんど受けずに増加を続けていま

す。反対に世帯当たり人数は減少を続け、昭和 55年から平成 22年

までに 1.01人減少しています。 

 

２町計 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

５ 就 業 者 人 口

（10P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆就業者人口の推

移（10P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本地域の平成 27年の就業者人口は第３次産業就業者が 61.52%と 6

割以上に上り、次いで第２次産業就業者が 28.92%、第１次産業就

業者が 9.56%と第３次産業に重心がある就業構造となっていま

す。 

本地域の就業者人口の推移をみると、昭和 55年時点ではどの産業

もほぼ同数でした。昭和 55年から平成 27年までに、第１次産業

就業者数が 5割以下、第 2次産業就業者数は約 1.2倍、第 3次産

業就業者は約 2.4倍と産業によって人口の増減が見られます。 

 

 

 

 

                       資料）国勢調査 

 

本地域の平成 22年の就業者人口は第３次産業就業者が 59.21%と半

数に上り、次いで第２次産業就業者が 29.01%、第１次産業就業者

が 10.2%と第３次産業に重心がある就業構造となっています。 

 

本地域の就業者人口の推移をみると、昭和 55年時点ではどの産業

もほぼ同数でした。昭和 55年から平成 22年までに、第 1次産業就

業者数が 5割以下、第 2次産業就業者数は約 1.2倍、第 3次産業就

業者は約 2.3倍と産業によって人口の増減が見られます。 

 

 

 

                       資料）国勢調査 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

◆農業粗生産額の

町別構成（11P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ②水産業◆漁業の

状況（11P） 

 

 

 

 

 

②工業（12P） 

 

 

 

◆製造品出荷額等

の推移 

 

 

 

 

※注意：平成 18 年以降の数値は「農業産出額」を使用している 

 
 

 

◆漁業の状況（平成 30年） 

 

資料）「2018年漁業センサス」農林水産省 

 

本地域の平成 30年の製造品出荷額等は合計金額で約 388億 2千万

円となっています。 

 

 

 

 

 
 

◆漁業の状況（平成 25年） 

 

資料）「2013年漁業センサス」農林水産省 

 

本地域の平成 25年の製造品出荷額等は合計金額で約 348億 6千万

円となっています。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④商業（12P） 

 

 

 

 

 

 

 

◆小売販売額の推

移（13P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料）「工業統計表」経済産業省 

 

本地域の商業については、平成 28 年の小売販売額をみると約 313

億 6百万円となっています。特に下田町の小売販売額は平成 9年に

大幅に増加しています。これはイオン下田ショッピングセンター

（現イオンモール下田）が第二みちのく有料道路の下田百石ＩＣ付

近に進出し、交通の利便性などから地元、自県にとどまらず他県か

らの買い物客を集客していることによるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

資料）「工業統計表」経済産業省 

 

本地域の商業については、平成 24年の小売販売額をみると約 235億

6 百万円となっています。特に下田町の小売販売額は平成 9 年に大

幅に増加しています。これはイオン下田ショッピングセンターが第

二みちのく有料道路の下田百石ＩＣ付近に進出し、交通の利便性な

どから地元、自県にとどまらず他県からの買い物客を集客している

ことによるものと考えられます。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

◆小売販売額の町

別構成（13P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章【主要指標

の見通し】第１節 

１総人口（14P） 

 

 

 

 

◆将来人口の推計

（14P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）「商業統計表・経済センサス」経済産業省 

 

 

新町の将来人口は、平成 7年から平成 27年の実績人口からコーホー

ト要因法に基づき推計人口を算出しました。 

平成 27年国勢調査時点での人口は 24,222人ですが、その後は減少

に転じると推計されます。 

 

 

 

 

 

資料）「商業統計表・経済センサス」経済産業省 

 

 

新町の将来人口は、平成 7年から平成 22年の実績人口からコーホー

ト要因法に基づき推計人口を算出しました。 

平成 22 年国勢調査時点での人口は 24,211 人ですが、その後は減少

に転じると推計されます。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節２年齢階層

別人口（14P） 

 

 

 

 

 

 

 

◆年齢階層別人口

の推計（15P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新町の将来人口を３区分の年齢階層別にみると、平成 12年国勢調

査の時点では、年少人口は 18.1%で老年人口の 16.3%を上回ってい

ましたが、令和 12年には老年人口が 33.1%に上昇し、反対に年少

人口は 11.7%に下降するものと推計され、今後ますます高齢化が

進行するものと考えられます。 

生産年齢人口は平成 12 年時点では 65.7%となっていましたが、令

和 12年には 55.3%になると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新町の将来人口を３区分の年齢階層別にみると、平成 12年国勢調査

の時点では、年少人口は 18.1%で老年人口の 16.3%を上回っていまし

たが、平成 37年には老年人口が 30.7%に上昇し、反対に年少人口は

12.0%に下降するものと推計され、今後ますます高齢化が進行するも

のと考えられます。 

生産年齢人口は平成 12年時点では 65.7%となっていましたが、平成

37年には 57.3%になると推計されます。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 節 世 帯 数

（16P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新町の将来世帯数は、平成 12年から平成 27年の国勢調査の世帯

当たり人数をもとに、将来の世帯当たり人数を一次回帰式により

算出し、前述の将来人口から算出しています。 

世帯当たり人数は平成 27年時点では 2.80人ですが、令和 12年に

は 2.36人に減少することが予想されます。 

また、世帯数は平成 12年時点で 7,388世帯であったものが、令和

12年には 9,759世帯と大きく増加することが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新町の将来世帯数は、平成 12 年から 22 年の国勢調査の世帯当たり

人数をもとに、将来の世帯当たり人数を一次回帰式により算出し、

前述の将来人口から算出しています。 

世帯当たり人数は平成 22 年時点では 2.91 人ですが、平成 37 年に

は 2.43人に減少することが予想されます。 

また、世帯数は平成 12年時点で 7,388世帯であったものが、平成 37

年には 9,610世帯と大きく増加することが予想されます。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

◆世帯数、世帯当

たり人口の推計

（16P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章【新町建設

計画の基本方針】

第１節新町の将来

像（17P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年に策定された第２次おいらせ町総合計画において新たに掲げた将来像 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

平成 21年に策定された第１次おいらせ町総合計画において新たに掲げた将来像 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

第２節 新町建設

の基本方針①自然

や田園と調和した

まち（18P） 

 

 

 

③地域に根ざした

産業が活力を支え

るまち（18P）  

 

 

 

第４節土地利用方

針◆土地利用方針

図（21P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3行目から） 

合併後は、百石の海岸線、２町の豊かな田園風景、奥入瀬川一帯の

景観等を保全しながら、（削除）ショッピングセンター等都市的ゾー

ンの整備、各町の宅地開発等との整合性のとれた開発を進め、ゆと

りある生活のできるまち、豊かな自然と触れあえるまちをつくって

いきます。 

 

（13行目から） 

商業については、下田町のショッピングセンターが圏域の大きな購

買力を吸引していますが、（削除）さらに広域的なポテンシャルの

獲得を図ることが可能となると考えられます。 

 

 

 

 

（3行目から） 

合併後は、百石の海岸線、２町の豊かな田園風景、奥入瀬川一帯の

景観等を保全しながら、下田ランドポート構想に基づくショッピン

グセンター等都市的ゾーンの整備、各町の宅地開発等との整合性の

とれた開発を進め、ゆとりある生活のできるまち、豊かな自然と触

れあえるまちをつくっていきます。 

 

（13行目から） 

商業については、下田町のショッピングセンターが圏域の大きな購

買力を吸引していますが、下田ランドポート構想を実現させること

により、さらに広域的なポテンシャルの獲得を図ることが可能とな

ると考えられます。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

第４節土地利用方

針◆土地利用方針

図（21P） 

 

 

 

第５節１地域別整

備方針（22P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4行目） 

なお、合併後の土地利用は、国土利用計画（市町村計画）を策定

し、さらに新町の都市計画や農業振興計画の策定による土地利用

の規制・誘導を図るものとします。 

 

 

(１) エリア区分 

 ア 市街地エリア 

現在用途地域が指定されている地域をはじめ、既に一定の基盤整備

が行われた地域、さらに今後計画的な基盤整備を実施する地域につ

いては、「市街地エリア」と位置づけ、適正な土地利用の規制・誘

導及び都市基盤施設の充実により良好な都市環境の形成を目指し

ます。 

イ 田園居住エリア 

既成市街地及び既存集落等については、「田園居住エリア」と位置

づけ、集落内で日常的な買い物ができるよう一定規模の商業施設を

許容しつつ、周辺の環境と調和するゆとりある居住環境の保全及び

形成に努めます。田園居住エリアについては、農地・緑地や既存集

落を保全するエリアと、宅地化を促進するエリアを適切に区分し、

居住環境や自然環境の維持・保全、または健全な開発の誘導に努め

ます。 

ウ 環境保全エリア 

市街地及び既存集落の周囲に広がる良好な農地や林地等は、景観や

自然環境に配慮し積極的な保全を図ります。太平洋沿岸を南北に伸

びる保安林や、奥入瀬川の両岸の緑地帯については、良好な自然環

境や景観の保全を図ります。 

(２)  拠点配置 

（4行目） 

なお、合併後の土地利用は、第一次新町国土利用計画（平成 22 年

12 月策定）を策定し、さらに新町の都市計画や農業振興計画の策定

による土地利用の規制・誘導を図るものとします。 

 

 

①既存市街地・開発誘導地域 

新町の南部を東西に結ぶ国道 45 号、県道百石下田線と奥入瀬川に

挟まれた地域を新町の中心市街地として設定します。この中心市街

地は２町の既存市街地とその周辺部の拡大市街地で構成します。 

既存市街地は都市基盤の整備を進め、現在の生活拠点としての機能

を維持しながら、行政機能・都市機能の中心地としての機能向上を

図ります。 

開発誘導地域は法的な土地利用規制を考慮しながら、都市基盤の整

備を進め、宅地化の促進や生活に必要な商業施設の立地を誘導する

など、新たな都市機能の構築を図ります。 

②健全開発誘導地域 

新町の北部で三沢市からの人口流入が多い地域を健全開発誘導地

域として設定します。 

健全開発誘導地域は、地域内を既存集落や農地・緑地を保全するエ

リアと宅地化を促進するエリアに適切に配分し、既存集落や農地・

緑地を保全するエリアでは、良好な居住環境や自然環境を維持でき

るように宅地化を規制し、また、宅地化を誘導するエリアでは都市

基盤施設の整備を効率的に進めるなど、調和の取れた健全な開発が

すすむよう誘導を図っていきます。 

③既存宅地・緑地・農地保全地域 

新町の中部で、南北の宅地化が進行している地域の中間地域と、奥

入瀬川の南岸を既存宅地・緑地・農地保全地域として設定します。 
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第５節２道路の位

置付け（23P） 

 

 

 

 

 

 

ア 都市活力創出拠点 

国道 45号及び県道百石下田線と奥入瀬川に挟まれ、百石小学校区、

木内々小学校区の中心市街地及び下田百石ＩＣを中心とする地域

に「都市活力創出拠点」を形成し、町全体をサービス圏とする商業、

医療、福祉等の都市機能を効率的に配置するとともに、これら都市

機能を徒歩や自転車等で利用できる範囲において居住や産業の集

約化を目指します。津波や土砂災害の危険性が低い都市活力創出拠

点に町の主要施設や産業施設の集積を誘導することにより、災害が

発生しても迅速な復旧・復興が可能なまちづくりを目指します。 

イ 地域生活拠点 

既に多くの人口が居住し、今後も新たな定住人口の受け皿としてい

く木ノ下小学校区において「地域生活拠点」を形成し、各種都市機

能の集積・集約を通じて周辺住民の生活利便性の向上を図ります。 

ウ 観光交流拠点 

清流奥入瀬川、白鳥の飛来する八戸北丘陵下田公園、優れた自然環

境を有するいちょう公園、町の歴史文化資源である阿光坊古墳群な

どにおいて、新たな「観光交流拠点」を形成し、町内外からの観光

交流人口の増大、地域づくりに携わる人材の交流・育成を目指しま

す。 

 

〔縦貫軸〕 

ア 市街地連携幹線軸 

下田百石ＩＣに接続し、産業や流通及び観光の玄関口の機能を有す

る国道 45 号及び一般県道百石下田線を「市街地連携幹線軸」と設

定し、町の南部の市街地の骨格を形成するとともに、ＩＣ周辺の大

規模商業施設、百石工業団地及び百石漁港を結ぶ広域的な幹線道路

として位置づけます。 

イ 海岸線縦貫軸 

既存宅地・緑地・農地保全地域は基本的に現在の景観や環境を維持

し、従来から本地域において続けられてきた土地利用の継続を図り

ます。 

この中で、農地については、土地利用は維持しつつも、観光的な機

能や新たな農産物の開発・生産による産業の発信源としての機能充

実を図ります。 

④海岸線緑地帯 

太平洋沿岸を南北に伸びる保安林を海岸線緑地帯として設定しま

す。 

海岸線緑地帯は既存の保安林を維持するとともに、百石海岸と一体

的な観光利用を図ります。 

⑤奥入瀬河岸緑地帯 

奥入瀬川の両岸を奥入瀬河岸緑地帯として設定します。 

奥入瀬河岸緑地帯は奥入瀬川との一体的な親水公園機能や、行事・

イベントの会場としての機能を活かしつつ、本地域のシンボルとし

て良好な自然・景観の保全を図ります。 

 

 

 

 

①市街地連携幹線軸 

国道 45 号は下田百石 IC と接続し、産業流通や観光の玄関口として

の機能も持つ、広域的にも重要な路線です。県道百石下田線とあわ

せて市街地連携幹線軸として設定し、新町南部の既存市街地、拡大

市街地、大型商業施設及び百石漁港を結ぶ新町の幹線道路として位

置付けます。 

②中部横断軸 

百石町一川目から百石町向平・下田町豊栄を経由して下田町豊原に
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八戸市と三沢市を結ぶ広域的な幹線道路である国道 338 号の沿岸

部と主要地方道八戸百石線を「海岸線縦貫軸」と設定し、沿岸の既

存集落、百石漁港、百石工業団地、百石海岸を結ぶ産業、観光路線

として位置づけます。 

ウ 東部縦貫軸 

八戸市から下田百石ＩＣを経て三沢市を結ぶ町道中野平・三沢線を

「東部縦貫軸」と設定し、町の南北を結ぶ幹線道路として位置づけ

ます。 

エ 中部縦貫軸 

八戸市と三沢市等の近隣市町村を南北方向に結ぶ主要な道路であ

る主要地方道八戸野辺地線と主要地方道三沢十和田線を「中部縦貫

軸」と設定し、町の南部・北部の市街地エリア間及び下田駅を結ぶ

幹線道路として位置づけます。 

オ 西部縦貫軸 

町道北ノ平線と豊原線から主要地方道三沢十和田線に至る町道を

「西部縦貫軸」と設定し、町の南部・北部の市街地エリア間及び向

山駅を結ぶ連絡道路として位置づけます。 

〔横断軸〕 

カ 北部横断軸 

町道木ノ下・二川目線を「北部横断軸」と設定し、木ノ下小学校区

の市街地及び既存集落間の一体性を確保するための連絡道路とし

て位置づけます。 

キ 中部横断軸 

一川目から向平、豊栄を経由して豊原に至る町道豊原・豊栄線を「中

部横断軸」と設定し、町中部の既存集落間を結ぶ生活道路として位

置づけます。 

ク 南部横断軸 

八戸市と六戸町等の近隣市町村を東西方向に結ぶ主要な道路であ

至る町道を中部横断軸として設定し、新町の中部の既存住宅地、農

地を結ぶ生活道路として位置付けます。 

③北部横断軸 

町道鶉久保二川目線を北部横断軸として設定し、新町の北部地域の

一体性を確保するための連絡道路として位置付けます。 

④南部横断軸 

県道柳町下田停車場線と県道市川下田停車場線は八戸市と十和田

市などの近隣自治体を結ぶ広域的な路線であり、連絡道路や通勤道

路としての性格を持っています。これを南部横断軸として設定し、

奥入瀬川南岸の既存集落、農地と青い森鉄道下田駅を結ぶ生活道路

として位置付けます。 

⑤中部縦貫軸 

主要地方道八戸野辺地線と主要地方道三沢十和田線は八戸市と三

沢市などの近隣自治体を結ぶ広域的な路線であり、連絡道路や通勤

道路としての性格を持っています。これを中部縦貫軸として設定

し、新町南部の市街地と北部の健全開発誘導地域、中間の農地とを

結ぶ連絡道路として位置付けます。 

⑥海岸線縦貫軸 

国道338号の海岸部と県道八戸百石線は八戸市と三沢市などの近隣

自治体を結ぶ広域的な路線であり、連絡道路や通勤道路としての性

格を持っています。これを海岸線縦貫軸として設定し、太平洋沿岸

の農地、既存集落地、百石漁港、百石工業団地、百石海岸を結ぶ産

業、観光路線として位置付けます。 

 

⑦西部縦貫軸 

北ノ平線と豊原三沢線から主要地方道三沢十和田線に至る町道を

西部縦貫軸として設定し、新町南部の市街地と中間の農地、北部地

区の健全開発誘導地域を結ぶ連絡道路として位置付けます。 



 

 

１
０
９
 

項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

第２節住み続けた

いふれあいのまち

②社会福祉の充実

（26P） 

 

第３節 ①地元ブ

ラ ン ド の 確 立

（28P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る一般県道柳町下田停車場線と一般県道市川下田停車場線を「南部

横断軸」と設定し、奥入瀬川南岸の既存集落、農地と下田駅を結ぶ

生活道路として位置づけます。 

 

 

 

 

（6行目から） 

これらのサービスをすべての地域で効果的に実践するために、福祉

施設の充実を図っていきます。 

 

 

新町のシンボルである奥入瀬川の知名度と清い流れのイメージは

全国に定着しています。新町の地域特産物や農産加工品などを地元

ブランド「おいらせブランド」として確立し、他地域の生産物との

差別化を図ります。また、トレーサビリティーシステム を構築し、

積極的なＰＲ活動を展開することにより、消費者から安全・安心の

信用を獲得し商品力を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧都市公園連携軸 

百石町のいちょう公園と下田町の下田公園を東西に結ぶ道路を整

備し、四季の移り変わりを楽しみながらゆったり散策したり、サイ

クリングができるようなコミュニティ道路として位置付けます。 

 

 

（6行目から） 

これらのサービスをすべての地域で効果的に実践するために、福祉

施設の整備・充実を図っていきます。 

 

 

新町のシンボルである奥入瀬川の知名度と清い流れのイメージは

全国に定着しています。新町の地域特産物や農産加工品などを地元

ブランド「奥入瀬ブランド」として確立し、他地域の生産物との差

別化を図ります。また、トレーサビリティーシステム を構築し、

積極的なＰＲ活動を展開することにより、消費者から安全・安心の

信用を獲得し商品力を高めます。 
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【主要施策】（30P） 

 

 

 

 

 

 

第５節利便性の高

い快適に暮らすこ

とができる町①道

路の整備（33P） 

 

 

③下水道の整備

（33P） 

 

 

 

 

【主要施策】（35P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 施策概要・主要事業 

地元ブランドの確

立 

地元産品の『おいらせブランド』化の

推進 

（略） （略） 

 

 

 

（5行目から） 

東西方向の連携が比較的弱いとみられる新町の北部地域において、

既存の道路を活用しながら、東西交通軸となる道路の強化を促進し

ます。 

 

快適な居住環境のさらなる向上のために、（削除）下水道施設につ

いては計画的に整備を促進し、早期の利用が可能となるように努め

るとともに、下水道が未整備の地域については、宅地化の進行や需

要等を考慮し、浄化槽設置事業等による対応を含めた効率的な施設

整備を図ります。 

 

施策名 施策概要・主要事業 

道路の整備 東西方向の交通軸の強化 

（略） 

（略） （略） 

 

 

 

 

施策名 施策概要・主要事業 

地元ブランドの確

立 

地元産品の『奥入瀬ブランド』化の推

進 

（略） （略） 

 

 

 

（5行目から） 

東西方向の連携が比較的弱いとみられる新町の北部地域において、

既存の道路を活用しながら、東西交通軸となる道路の整備を促進し

ます。 

 

快適な居住環境のさらなる向上のために、現在整備中の下水道施設

については計画的に整備を促進し、早期の利用が可能となるように

努めるとともに、下水道が未整備の地域については、宅地化の進行

や需要等を考慮し、浄化槽設置事業等による対応を含めた効率的な

施設整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 施策概要・主要事業 

道路の整備 東西方向の交通軸の確立 

（略） 

（略） （略） 
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第６章 

【新町における青

森県事業】（39P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 
関係 

地域 
事 業 の 概 要 

県営かんがい排水

事業 

（指久保地区）（完

了） 

下田町 慢性的な水不足を解消し、合

理的な水利用を図るため、恒

久的な水源対策としてかん

がいダムを築造するほか、基

幹となる用水路の整備を行

い、生産性の向上と農業経営

の安定化を図る。 

県営かんがい排水

事業 

（相坂川左岸２期

地区）（完了） 

百石町 

下田町 

百石地区地域水産

物供給基盤整備事

業（特定漁港漁場

整備事業） 

百石町 水産物の安定供給の役割を

果たすとともに背後集落の

生命や財産の保全、合併後の

地域の振興を図る。 

奥入瀬川河川改良

事業（完了） 

下田町 新町のシンボルとなる奥入

瀬川の堤防側帯を整備し、桜

等の植樹により地域住民が

水辺に親しむ憩いの空間を

確保する。 

松原一丁目区域急

傾斜地対策事業 

（完了） 

百石町 

 

急傾斜地崩壊危険区域における

急傾斜地崩壊防止施設を設置す

る事業であり、土砂災害から当

該地域を防御する。 

 

事 業 名 
関係 

地域 
事 業 の 概 要 

県営かんがい排水

事業 

（指久保地区） 

 

下田町 慢性的な水不足を解消し、合

理的な水利用を図るため、恒

久的な水源対策としてかん

がいダムを築造するほか、基

幹となる用水路の整備を行

い、生産性の向上と農業経営

の安定化を図る。 

県営かんがい排水

事業 

（相坂川左岸２期

地区） 

百石町 

下田町 

百石地区地域水産

物供給基盤整備事

業（特定漁港漁場整

備事業） 

百石町 水産物の安定供給の役割を

果たすとともに背後集落の

生命や財産の保全、合併後の

地域の振興を図る。 

奥入瀬川河川改良

事業（完了） 

下田町 新町のシンボルとなる奥入

瀬川の堤防側帯を整備し、桜

等の植樹により地域住民が

水辺に親しむ憩いの空間を

確保する。 

松原一丁目区域急

傾斜地対策事業 

（完了） 

百石町 

 

急傾斜地崩壊危険区域における

傾斜崩壊防止施設を設置する事

業であり、土砂災害から当該地

域を防御する。 
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馬淵川流域下水道

事業 

百石町 

下田町 

生活環境の改善及び公共水

域の水質保全を図る。 

奥入瀬川地震・高

潮対策河川事業 

 

おいら

せ町 

（百石

町） 

 

東北地方太平洋沖地震に伴

う津波浸水被害を契機とし

て、L1津波に対応した堤防の

嵩上げや耐震対策を実施し、

津波浸水被害対策を推進す

る。 

瓢 2 号区域急傾斜

地崩壊対策総合流

域防災事業 

立蛇 1 号区域急傾

斜地対策事業（完

了） 

おいら

せ町 

（下田

町） 

 

急傾斜地崩壊危険区域にお

ける急傾斜地崩壊防止施設

を設置する事業であり、土砂

災害から当該地域を防御す

る。 

県営農業水路等長

寿命化防災減災事

業（赤田・下田前堰

地区） 

おいら

せ町 

（下田

町） 

造成から 50年以上が経過し、

老朽化が進行している用水

路を更新することで、農業生

産活動の基盤となる農業水

利施設の長寿命化を図る。 

三八地区水産物供

給基盤機能保全事

業 

百石地区漁港施設

機能強化事業 

おいら

せ町 

（百石

町） 

防波堤等の整備及び浚渫に

より航路の埋塞を解消し、出

漁機会の増大、漁業活動の安

全性を確保するほか、地域水

産業の強化を図る。 

馬淵川流域下水道

事業 

百石町 

下田町 

生活環境の改善及び公共水

域の水質保全を図る。 

奥入瀬川地震・高潮

対策河川事業 

 

おいらせ

町 

（百石

町） 

 

東北地方太平洋沖地震に伴

う津波浸水被害を契機とし

て、L1津波に対応した堤防の

嵩上げや耐震対策を実施し、

津波浸水被害対策を推進す

る。 

瓢 2号区域急傾斜地

崩壊対策総合流域

防災事業 

立蛇 1号区域急傾斜

地対策事業 

 

おいらせ

町 

（下田

町） 

 

急傾斜地崩壊危険区域にお

ける傾斜崩壊防止施設を設

置する事業であり、土砂災害

から当該地域を防御する。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

第７章公共施設の

適正配置と整備 

（40P） 

第７章公共施設の

適正配置と整備 

（40P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章【財政計画】 

１基本的な考え方

（41P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（章タイトル） 

公共施設マネジメント 

 

公共施設マネジメントについては、効率的な運営・維持の観点か

ら進めていく必要があり、住民の生活に急激な変化を及ぼさない

ように十分配慮して逐次検討を行います。なお、これらの検討に

当たっては、住民の意向を十分に取り入れながら進めていきま

す。 

（8行目から） 

なお、新町の庁舎は、旧百石町役場及び旧下田町役場を機能的に

活用しつつ、町民の利便性と行政の効率的な運用のため庁舎の統

廃合整備を検討し、地域に密着した「住民自治の振興」、「保健・

福祉の推進」などの施策を総合的に実施できるよう整備します。 

 

 

新町の財政計画については、令和元年度までは決算数値、令和

2年度以降は歳入・歳出の各項目の過去の実績や将来の財政設計

を踏まえ、推計しました。 

新町における健全な財政運営を行うことを第一に、合併による

歳出削減効果、行政改革の推進、住民サービスの維持・向上、新

町建設計画の実行に必要な経費等を反映させて、一般会計ベース

で合併年度の翌年度から 25年間（平成 18年度～令和 12年度）に

ついて策定しました。 

 

 

 

 

（章タイトル） 

公共施設の適正配置と整備 

 

公共施設の適正配置と整備については、効率的な整備と運営の観点

から進めていく必要があり、住民の生活に急激な変化を及ぼさない

ように十分配慮して逐次検討を行います。なお、これらの検討に当

たっては、住民の意向を十分に取り入れながら進めていきます。 

 

（8行目から） 

なお、新町の庁舎は、現百石町役場及び現下田町役場を機能的に

活用しつつ、町民の利便性と行政の効率的な運用のため庁舎の統

廃合整備を検討し、地域に密着した「住民自治の振興」、「保健・

福祉の推進」などの施策を総合的に実施できるよう整備します。 

 

 

新町の財政計画については、平成 25 年度までは決算数値、平成

26年度以降は歳入・歳出の各項目ごとの過去の実績や将来の財政設

計を踏まえ、推計しました。 

新町における健全な財政運営を行うことを第一に、合併による歳

出削減効果、行政改革の推進、住民サービスの維持・向上、新町建

設計画の実行に必要な経費等を反映させて、一般会計ベースで合併

年度の翌年度から 20 年間（平成 18 年度～平成 37 年度）について

策定しました。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

２歳入・歳出各項

目の推計条件 

【歳入】②地方交

付税（41P） 

 

③国庫支出金・県

支出金（41P） 

 

 

④繰入金（41P） 

 

 

【歳出】①人件費

（42P） 

 

 

②物件費（42P） 

 

 

③扶助費（42P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税については、現行の交付税制度を基本に推計していま

す。 

 

国庫支出金・県支出金については、過去の実績や国・県の方針等

を考慮するとともに、新町建設計画実行のための普通建設事業充

当分を加えています。 

 

繰入金については、各年度の財源不足に対応するために財政調整

基金の繰入れを見込んでいます。 

 

人件費については、定員適正化計画による一般職の職員数の増減

や、令和２年度からの会計年度任用職員制度開始による給与額の増

を見込んでいます。 

 

物件費については、過去の実績等を考慮するとともに、各年度に

おける事業費の影響を見込んでいます。 

 

扶助費については、過去の実績等を踏まえ、対象者数や事業費の

伸び率を見込んでいます。 

 

 

 

 

地方交付税については、現行の交付税制度を基本に普通交付税の算

定の特例や合併に伴う交付税措置を見込んでいます。 

 

国庫支出金・県支出金については、過去の実績や国・県の方針等を

考慮するとともに、新町建設計画の実行のための普通建設事業充当

分を加えています。 

 

繰入金については、各年度の財源不足に対応するために財政調整基

金・減債基金の繰入れを見込んでいます。 

 

人件費については、退職者の補充抑制や定員適正化計画による一般

職の職員数の抑制、合併による特別職の職員数、議会議員数の削減

を見込んでいます。 

 

物件費については、過去の実績等を踏まえ、合併による経常経費の

削減効果等を見込んでいます。 

 

扶助費については、過去の実績等を踏まえ、人口の増加及び高齢化

等を見込んでいます。 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

④公債費（42P） 

 

 

 

⑥積立金（42P） 

 

 

 

 

３財政計画 

（43P～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公債費については、令和元年度までの地方債に係る償還予定額に

令和 2年度以降の新町建設計画事業等に伴う新たな地方債に係る

償還見込額を加え算出しています。 

 

積立金については、公共施設の整備に係る財源のため「公共施設

整備基金」への積み立てを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公債費については、平成 25 年度までの地方債に係る償還予定額に

平成 26 年度以降の新町建設計画事業等に伴う新たな地方債に係る

償還見込額を加え算出しています。 

 

積立金については、合併後の新町の地域振興のために「地域振興基

金」を造成し、同基金への積立てを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新】 

【歳 入】 （単位：百万円）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

2,035 2,299 2,289 2,279 2,268 2,323 2,328 2,454 2,452 2,405 2,541 2,646 2,581 2,627

676 476 474 457 464 440 412 414 438 607 564 596 623 615

3,257 3,217 3,356 3,410 3,681 4,114 3,790 3,779 3,706 3,761 3,786 3,511 3,406 3,383

普通交付税 2,666 2,701 2,889 3,034 3,286 3,385 3,354 3,296 3,226 3,268 3,287 3,044 2,954 2,978

特別交付税 591 516 467 376 395 446 416 430 416 416 403 378 391 375

震災復興特別交付税 283 19 53 64 77 96 89 62 30

212 212 210 207 214 203 206 213 220 200 163 101 109 26

750 818 1,262 1,805 1,847 1,205 1,288 931 1,224 1,342 1,578 1,355 1,290 1,272

693 692 760 699 942 1,384 1,636 1,133 1,137 1,045 980 1,329 967 1,028

52 198 245 61 21 47 148 173 475 356 189 297 298 223

2,237 943 732 1,125 955 367 638 871 663 559 942 1,606 933 487

232 246 289 379 356 493 570 319 292 519 395 291 292 277

10,144 9,101 9,617 10,422 10,748 10,576 11,016 10,287 10,607 10,794 11,138 11,732 10,499 9,938

町　税

地方譲与税及び交付金

地方交付税

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

繰入金

町債

その他

合 計
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳出】 （単位：百万円）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

1,441 1,410 1,304 1,325 1,262 1,225 1,225 1,163 1,182 1,210 1,163 1,210 1,206 1,210

1,067 1,092 1,047 1,208 1,143 1,541 1,311 1,322 1,493 1,348 1,403 1,353 1,505 1,628

27 49 49 97 80 121 184 226 246 226 265 226 252 207

1,266 1,328 1,330 1,366 1,726 1,774 1,751 1,847 1,995 2,115 2,231 2,148 2,144 2,252

1,090 1,121 1,320 1,377 1,084 1,155 1,104 1,107 1,343 1,184 1,185 1,216 1,139 1,347

1,417 1,431 1,369 1,996 2,105 975 2,222 1,371 851 1,386 1,764 2,610 1,303 500

1,148 1,351 1,587 1,361 1,390 1,244 1,272 1,358 1,251 1,242 1,196 1,062 1,027 1,080

1,388 13 15 121 210 582 364 213 379 199 172 189 135 115

1,076 1,087 1,213 1,186 1,280 1,322 1,303 1,440 1,485 1,520 1,521 1,531 1,585 1,375

102 97 130 123 61 127 19 30 23 24 38 25 16 15

10,022 8,979 9,364 10,160 10,341 10,066 10,755 10,077 10,248 10,454 10,938 11,570 10,312 9,729

人 件 費

積 立 金

繰 出 金

そ の 他

合 計

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

公 債 費

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

2,574 2,609 2,609 2,608 2,575 2,575 2,575 2,543 2,543 2,544 2,515

649 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590

3,354 3,089 3,361 3,333 3,306 3,287 3,232 3,203 3,179 3,179 3,177

普通交付税 3,048 2,692 2,986 2,958 2,932 2,912 2,857 2,829 2,804 2,804 2,802

特別交付税 306 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

震災復興特別交付税 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 22 135 135 135 135 135 135 135 135 135

4,267 1,362 1,363 1,384 1,472 1,329 1,325 1,299 1,312 1,286 1,287

1,154 1,037 1,037 1,039 1,040 1,038 1,041 1,042 1,045 1,045 1,045

568 23 100 105 219 62 83 47 269 132 28

505 712 401 409 811 383 398 1,017 2,906 381 381

282 279 165 165 165 165 165 165 165 164 165

13,383 9,723 9,760 9,768 10,312 9,564 9,543 10,041 12,145 9,456 9,322

町　税

地方譲与税及び交付金

地方交付税

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

繰入金

町債

その他

合 計
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

1,335 1,322 1,331 1,339 1,346 1,344 1,356 1,361 1,348 1,352 1,313

1,839 1,579 1,548 1,550 1,599 1,541 1,699 1,612 1,588 1,629 1,557

212 230 232 234 236 238 240 242 240 242 244

2,385 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327

3,929 1,092 1,042 1,045 1,065 1,070 1,063 1,068 1,064 1,068 1,063

836 500 673 725 1,342 594 602 1,128 3,360 569 466

1,117 1,091 1,065 1,047 952 862 838 784 736 709 781

96 205 122 122 122 122 122 122 122 122 122

1,598 1,750 1,734 1,715 1,680 1,662 1,620 1,591 1,606 1,616 1,625

36 10 13 13 16 17 18 21 21 28 28

13,383 10,107 10,086 10,117 10,684 9,777 9,885 10,256 12,412 9,661 9,525

※令和3年度以降の財政計画の【歳入】には財政調整基金等の繰入金や繰越金を見込んでいないため、歳入と歳出が一致しない。

積 立 金

繰 出 金

そ の 他

合 計

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

公 債 費

人 件 費
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】 
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項   目 新（変更後） 旧（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏表紙 発行日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 3月変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 9月変更 

 

 

  


